
住
民
税
非
課
税
・
均
等
割

の
み
課
税
世
帯
給
付
金

及
び
こ
ど
も
加
算
給
付
金

　

令
和
６
年
度
の
住
民
税
非
課
税
世

帯
お
よ
び
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
に

対
し
、１
世
帯
あ
た
り
10
万
円
を
、令

和
６
年
度
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
お

よ
び
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
に
18
歳

以
下
の
こ
ど
も
が
い
る
場
合
に
は
１
人

あ
た
り
５
万
円
を
加
算
し
て
、給
付
し

ま
す
。

※�

令
和
５
年
度
の
住
民
税
非
課
税
世

帯
給
付
金（
令
和
６
年
２
月
に
対

象
の
方
へ
郵
送
）お
よ
び
均
等
割
の

み
課
税
世
帯
給
付
金（
令
和
６
年

６
月
に
対
象
の
方
へ
郵
送
。子
ど
も

加
算
給
付
金
も
同
封
）を
受
け
取
っ

た
世
帯
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

⚫	�

支
給
対
象
世
帯　

【��

令
和
６
年
度
住
民
税
非
課
税
お
よ

び
均
等
割
の
み
課
税
世
帯�

】

　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
世
帯
。受

給
者
は
原
則
と
し
て
世
帯
主
に
な
り

ま
す
。

①�

令
和
６
年
６
月
３
日
時
点
で
、町
の

住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い

る
世
帯

②�

令
和
６
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯

お
よ
び
均
等
割
の
み（
定
額
減
税

前
で
算
定
）課
税
者
で
構
成
さ
れ

る
世
帯

③�

他
市
区
町
村
で
、同
様
の
給
付
金

を
受
給
し
て
い
な
い
世
帯

【�

こ
ど
も
加
算
給
付
金�

】

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
世
帯
に
18

歳
以
下
の
こ
ど
も
が
い
る
世
帯
が
対

象
に
な
り
ま
す
。
受
給
者
は
原
則
と

し
て
世
帯
主
に
な
り
ま
す
。

①
令
和
６
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯

②�
令
和
６
年
度
住
民
税
均
等
割
の
み

課
税
世
帯

※�

い
ず
れ
の
給
付
金
も
、住
民
税
課

税
者
か
ら
扶
養
さ
れ
て
い
る
方
だ

け
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
は
対
象
外

に
な
り
ま
す
。

⚫	�

手
続
方
法
・
給
付
時
期
等：対
象
世

帯
に
は
、給
付
内
容
等
を
記
載
し

た「
確
認
書
」を
、10
月
上
旬
に
送

付
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
載
し
、

同
封
の
返
信
用
封
筒
に
て
返
送
く

だ
さ
い
。

問�

町
民
税
務
課
税
務
係（
設
楽
）

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
2
1
1
7

 
   

赤
い
羽
根
共
同
募
金

の
ご
協
力
に
つ
い
て

　
今
年
も
赤
い
羽
根
共
同
募
金
が
10

月
１
日
か
ら
全
国
一
斉
に
始
ま
り
ま

す
。
10
月
１
日（
火
）か
ら
15
日（
火
）

の
間
に
地
区
老
人
ク
ラ
ブ
の
協
力
員

が
戸
別
募
金（
町
内
会
に
よ
っ
て
は
町

内
会
に
依
頼
し
て
の
取
り
ま
と
め
）に

伺
い
ま
す
の
で
、ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。　

※
期
待
額
：一世
帯
あ
た
り
５
０
０
円

以
上

問�

山
形
県
共
同
募
金
会
西
川
町
共
同

募
金
委
員
会（
西
川
町
社
会
福
祉

協
議
会
）

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
5
6
7
7

M AC H I  n o
O S H I R A S E  
vo l .15 21
I s s u e  
2 0 24 /10 / 01

M A C H I  n o  O S H I R A S E   v o l .1 5 2 1   I s s u e   2 0 2 4 / 1 0 / 0 11



 
 「

生
活
基
盤
強
化
室
」の

設
置
に
伴
い
建
設
水
道
課

が
役
場
２
階
へ
移
転

　
稼
ぐ
力
が
つ
い
て
き
た
た
め
、今
後

押
し
車
で
も
歩
き
や
す
い
町
並
み
を

目
指
し
、「
生
活
基
盤
強
化
室
」を
設

置
し
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、水
道
管
理

セ
ン
タ
ー
内
に
あ
り
ま
し
た
建
設
水

道
課
の
事
務
室
は
、10
月
１
日
か
ら
、

役
場
２
階
へ
移
転
し
ま
す
。
窓
口
で

の
ご
相
談
な
ど
は
、役
場
２
階
へ
お

願
い
し
ま
す
。
電
話
番
号
は
変
わ
り

あ
り
ま
せ
ん
。

問
建
設
水
道
課
管
理
係（
奥
山
）

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
4
1
2
0

	
 

国
土
交
通
省
の

除
雪
器
具
購
入
補
助
金
を

得
る
た
め
に
、除
雪
の

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を

（
国
土
交
通
省
事
業
）

　
西
川
町
で
は
、除
雪
事
故
防
止
や

各
地
区
で
異
な
る
除
雪
体
制
を
調
査

し
て
、各
地
区
に
き
め
細
や
か
な
除

雪
支
援
を
行
う
た
め
、「
西
川
町
地

域
安
全
克
雪
方
針
」を
策
定
し
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
町
は
、除
雪
器
具
購
入

や
除
雪
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
強
化
に
向
け

た
国
か
ら
の
補
助
金
を
得
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
各
区
の
除
雪
状
況

に
差
が
出
て
い
き
ま
す
の
で
、町
一
律

で
は
な
く
、人
口
減
少
に
伴
う
地
区
へ

の
き
め
細
や
か
な
支
援
策
が
必
要
と

考
え
て
い
ま
す
。

※�

町
の
現
状
に
つ
い
て
、詳
細
は
下
記

の
資
料
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

⚫	�
対
象
者
：
65
歳
以
上
の
町
民
の
方

⚫	�
送
付
者
数
：
８
０
０
名（
無
作
為
）

⚫	�

回
答
期
限
：
10
月
31
日（
木
）

⚫	�

回
答
方
法
：
郵
送
さ
れ
る
調
査
票

に
ご
記
入
の
上
、返
送
用
封
筒
に
入

れ
て
、ご
返
送
く
だ
さ
い
。

⚫	�

そ
の
他
：
分
か
る
範
囲
で
の
ご
回
答

で
結
構
で
す
。

問�

健
康
福
祉
課
在
宅
支
援
係（
古
澤
）

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
3
2
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町
道
の
通
行
規
制
の		

	
お
知
ら
せ

　
西
川
町
発
注
の
舗
装
補
修
工
事
に

伴
い
左
記
の
と
お
り
通
行
制
限
を
行

い
ま
す
。

⚫��

地
区
名
：
沼
山

⚫��

制
限
箇
所
：
左
記
図
面
参
照

⚫��

制
限
内
容
：
終
日
片
側
交
互
通
行

⚫��

期
間
：
10
月
１
日（
火
）か
ら
11
月

29
日（
金
）ま
で

問
建
設
水
道
課
建
設
係（
村
山
）

　
☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
2
1
1
6

10
月
は「
不
法
投
棄
監
視

及
び
海
岸
漂
着
ご
み
削
減

強
化
月
間
」で
す
！

　

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
は
犯
罪
で

す
。
村
山
総
合
支
庁
環
境
課
で
は「
不

法
投
棄
１
１
０
番
」
を
設
け
、多
く

の
方
か
ら
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
や
不

適
正
処
理
に
関
す
る
情
報
を
受
付
け

て
い
ま
す
。
不
法
投
棄
等
を
見
か
け

た
場
合
に
は
、村
山
総
合
支
庁
環
境

課
ま
た
は
町
民
税
務
課
生
活
環
境
係

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、投
棄

の
特
徴
や
車
両
番
号
を
お
知
ら
せ
い

た
だ
く
と
、早
期
解
決
に
つ
な
が
り
ま

す
。
み
ん
な
で
不
法
投
棄
を
撲
滅
し

ま
し
ょ
う
。

⚫��

不
法
投
棄
１
１
０
番
：

�
�

村
山
総
合
支
庁
保
健
福
祉
環
境
部

環
境
課�

廃
棄
物
対
策
担
当

	
�

☎
0
2
3
‐
6
2
1
‐
8
4
5
2（
直

通
）

問�

町
民
税
務
課
生
活
環
境
係（
飯
野
）

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
4
1
1
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令
和
６
年
中
の

	
	

 

交
通
事
故
件
数

　
１
月
か
ら
８
月
ま
で
に
寒
河
江
市
、

西
村
山
郡
で
起
き
た
交
通
事
故
は
次

の
と
お
り
で
す
。
管
内
で
の
交
通
事

故
件
数
は
昨
年
に
比
べ
増
加
し
て
い

ま
す
。
夕
方
日
の
落
ち
る
時
間
も
早

く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、早
め
の
ラ
イ

ト
点
灯
な
ど
、よ
り
一
層
の
安
全
運
転

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
西
川
町
交
通
安
全
協
会
連
合
会

　
☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
4
4
0
4

事故件数 死者数 負傷者

件数 増減 人数 増減 人数 増減

山形県 1571 -241 16 -7 1878 -269

西川町 12 +7 1 +1 14 +9

寒河江市 80 +1 0 0 92 0

河北町 27 0 0 -1 30 +3

朝日町 8 +5 0 0 9 +6

大江町 10 +7 0 0 12 +9  

	
  

県
技
能
検
定
手
数
料

	

支
援
事
業
費
補
助
金

�

県
で
は
、�

就
職
氷
河
期
世
代
の
求

職
者
の
技
能
向
上
と
雇
用
の
安
定
を

図
る
た
め
、技
能
検
定
受
検
手
数
料

の
補
助
事
業
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

⚫��

対
象
者
：
令
和
６
年
度
技
能
検
定

受
検
者
の
う
ち
、就
職
氷
河
期
世

代(

※
年
齢
要
件
有)

の
求
職
者

で
、県
内
の
公
共
職
業
安
定
所
の

職
業
相
談
を
受
け
て
い
る
方

⚫	�

補
助
金
額
：
１
人
あ
た
り

	

１
８
，�２
０
０
円
を
上
限

⚫��

申
請
方
法
等
：
詳
細
は
県
Ｈ
Ｐ
を

参
照

問
県
雇
用
・
産
業
人
材
育
成
課

	

☎
0
2
3
‐
6
3
0
‐
2
3
7
8
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� �

	
 

ス
ポ
サ
ポ
西
川

     

10
月
の
開
催
教
室

　

ど
の
教
室
も
申
込
み
は
不
要
で
参

加
で
き
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

【�

軽
ス
ポ
ー
ツ�

】�

　

��

期
日
：
７
日（
月
）、14
日（
月
）、21

日（
月
）、28
日（
月
）

　
時
間
：
19
時
30
分
～

　
場
所
：
町
民
体
育
館　

　
種
目
：
卓
球
、バ
ド
ミ
ン
ト
ン
等

【�

け
ん
玉�

】

　

��

期
日
：
２
日（
水
）、９
日（
水
）、16

日（
水
）、23
日（
水
）、30
日（
水
）

　
時
間
：
18
時
30
分
～
19
時
30
分

　

�

場
所
：
２
日
、16
日
、30
日�

ト
ラ
ス�

イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス�
	

９
日
、23
日�

あ
い
べ
３
階
和
室

【�

ヨ
ガ�

】

　

�

期
日
：
１
日（
火
）、８
日（
火
）、29

日（
火
）

　
時
間
：
19
時
30
分
～

　
場
所
：
あ
い
べ
３
階
和
室

【�

や
さ
し
い
ジ
ャ
ズ
ダ
ン
ス�

】

　

�

期
日：４
日（
金
）�

、11
日（
金
）、18

日（
金
）、25
日（
金
）

　
時
間
：
19
時
～

　
場
所
：
あ
い
べ
４
階
会
議
室

【�

か
け
っ
こ
教
室�

】

　
日
時
：

	
○�
７
日（
月
）、
21
日（
月
）、
28
日

（
月
）19
時
～

	

○�

２
日（
水
）、
９
日（
水
）、
23
日

（
水
）19
時
30
分
～
	
�

場
所
：
２
日
、７
日
、９
日�

町
民
グ

ラ
ウ
ン
ド

　
21
日
、23
日
、28
日�
町
民
体
育
館

【�

英
会
話�

】

　
期
日
：
10
日（
木
）、24
日（
木
）

　
時
間
：
19
時
～

　
場
所
：
ト
ラ
ス
イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス

問
西
川
交
流
セ
ン
タ
ー
内

	

ス
ポ
ー
ツ
サ
ポ
ー
ト
西
川
事
務
局�

　
☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
3
1
3
1

ス
ポ
サ
ポ
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
ご
案
内

����	
�

開
催
教
室
の
期
日
や
会
場
変
更
等

は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
も
配
信
し
て
い
ま

す
。お
問
合
せ
も
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
行
え

ま
す
の
で
、ぜ
ひ
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読

み
取
っ
て
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

	 
 

伝
統
の
技
、

	 

学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

	 

つ
る
細
工
講
習
会

	 

（
農
林
水
産
省
事
業
）

　
西
川
町
の
誇
る
べ
き
伝
統
工
芸
で

あ
る「
つ
る
細
工
」の
後
継
者
を
育
成

す
る
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。
実
際

に
山
ぶ
ど
う
つ
る
を
使
っ
た
小
さ
な

か
ご
を
作
り
な
が
ら
、材
料
の
扱
い
方

や
編
み
方
等
の
基
本
的
な
技
術
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
る
細
工
に
関

心
が
あ
り
、自
分
で
作
っ
て
み
た
い
と

い
う
方
は
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

⚫	�
日
時：
11
月
2
日（
土
）、9
日（
土
）、

16
日（
土
）、23
日（
土
）、30
日（
土
）　

全
５
回�
13
時
か
ら
４
時
間
程
度

⚫	�

場
所
：
水
沢
温
泉
館

⚫	�

定
員
：
15
名
程
度

※�

担
い
手
と
な
り
え
る
町
民
の
方
、５

回
全
て
の
講
習
会
に
参
加
で
き
る

方
を
優
先
し
ま
す
。

⚫	�

参
加
料
：
無
料

⚫	�

申
込
期
間
：
10
月
２
日（
水
）～
20

日（
日
）　

※�

定
員
に
達
し
た
場
合
、期
限
前
で

も
募
集
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

⚫	�

問
合
せ
・
申
込
先
：
西
川
町
山
村
活

性
化
地
域
協
議
会（
西
川
町
総
合

開
発
株
式
会
社
内
／
齊
藤
）

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
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第
43
回
山
形
矯
正
展

　
山
形
矯
正
展
は
、山
形
刑
務
所
で
開

催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
受
刑
者
が

刑
務
作
業
で
製
作
し
た
製
品
の
展
示
・

販
売
を
行
い
ま
す
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、

受
刑
者
の
改
善
更
生
や
社
会
復
帰
を
支

援
す
る
取
り
組
み
の一環
と
し
て
行
わ
れ

て
お
り
、再
犯
防
止
や
地
域
社
会
と
の

共
生
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

⚫��

日
時
：
10
月
20
日(

日)

９
時
～
15
時

⚫��

場
所
：
山
形
刑
務
所（
山
形
市
あ

け
ぼ
の
２
‐
１
‐
１
）
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⚫��

即
売
品
：
木
工
製
品
、家
具
、金
属

製
品
、革
製
品
、各
種
小
物
製
品
等

⚫��
催
事
：
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
、無
料
性

格
検
査
コ
ー
ナ
ー
、体
験
コ
ー
ナ
ー
、

地
元
ゆ
る
き
ゃ
ら
撮
影
会
、小
学
生

に
よ
る
マ
ー
チ
ン
グ
バ
ン
ド
演
奏
、

ち
び
っ
こ
刑
務
官
制
服
写
真
撮
影
等

⚫��

模
擬
店
：
う
ど
ん
、そ
ば
、ク
レ
ー

プ
、ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
等

⚫��

そ
の
他
：
先
着
１
０
０
名
の
方
に

粗
品
進
呈

※
無
料
駐
車
場
あ
り

問�

山
形
刑
務
所
作
業
部
門（
細
倉
）

	

☎
0
2
3
‐
6
8
6
‐
2
1
1
4

 
 

き
も
の
講
座
説
明
会

	
	

 

&
き
も
の
体
験
会

　

着
物
で
お
出
か
け
に
最
適
な
季
節

を
迎
え
、各
種
き
も
の
講
座
の
説
明

会
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
機

会
に
着
物
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

⚫
期
日
：
10
月
24
日�(

木
）

⚫
場
所
と
時
間
：

○�

山
形
ビ
ッ
ク
ウ
イ
ン
グ
小
会
議
室�

�

10
時
30
分
～
、14
時
～

○�（
一
財
）民
族
衣
裳
文
化
普
及
協
会�

山
形
教
室�

18
時
30
分
～

⚫�

内
容
：
各
種
き
も
の
講
座
の
説
明
と

着
物
の
着
付
け
体
験

⚫
対
象
：
成
人
女
性

⚫
参
加
費
：
無
料

⚫�

お
問
合
せ
・
申
込
み
：�(

一
財)�

民

族
衣
裳
文
化
普
及
協
会
山
形
支
部

（
山
形
市
七
日
町
２
丁
目
７
‐
24
会

津
屋
ビ
ル
４
階
）

	

☎
0
1
2
0
‐
0
2
9
‐
3
1
5

 
 

職
業
能
力
開
発
施
設
で 

秋
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

や
学
校
祭
を
開
催

　
産
業
技
術
短
期
大
学
校
を
は
じ
め

と
す
る
県
立
職
業
能
力
開
発
施
設
に

て
、10
月
12
日
～
27
日
の
土
日
、オ
ー

プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
お
よ
び
学
校
祭
を

開
催
し
ま
す
！�

詳
し
い
日
程
、申
込

み
方
法
等
の
詳
細
は
県
Ｈ
Ｐ（
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
）を
参
照
く
だ
さ
い
。

問
県
雇
用
・
産
業
人
材
育
成
課

	

☎
0
2
3
‐
6
3
0
‐
2
3
8
8

  

 
 

10
月
の
認
知
症
カ
フ
ェ

　
交
流
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
で

楽
し
み
な
が
ら
、認
知
症
に
つ
い
て
知

る
、学
ぶ
、考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら

し
た
い
。
そ
ん
な
地
域
を
作
る
場
所

が「
認
知
症
カ
フ
ェ
」で
す
。

	

『
カ
フ
ェ
☆
と
こ
し
え
』

⚫	�

日
時
：
10
月
21
日（
月
）10
時
～
11

時
30
分

⚫	

場
所
：
と
こ
し
え
西
川

⚫	

定
員
：
１
回
10
名
程
度

⚫	
参
加
費
：
無
料

⚫	
申
込
期
日
：
10
月
18
日（
金
）

⚫�	

申
込
み
・
問
合
せ
先
：
と
こ
し
え

西
川

☎
0
2
3
7
‐
8
5
‐
1
5
1
8

　

   

令
和
７
年
度

　

に
し
か
わ
保
育
園
へ
の

　

入
園
申
込
み
受
付
開
始

　

令
和
７
年
４
月
か
ら「
に
し
か
わ

保
育
園
」で
の
保
育
を
希
望
す
る
方

は
、次
の
と
お
り
申
込
み
く
だ
さ
い
。

⚫	�

保
育
の
認
定
基
準
：
児
童
の
保
護

者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か

そ
れ
に
類
す
る
状
態
に
あ
る
場
合

	

○
就
労�

○
就
学�

○
妊
娠
、出
産�

	

○
疾
病
、障
害�

○
介
護
、看
護

	

○
災
害
復
旧�

○
求
職
活
動

	

○
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
お
そ
れ
が
あ
る	

	

○
育
児
休
業

⚫	�

受
入
児
童
の
年
齢
：
満
６
ヶ
月
以

上
か
ら
小
学
校
就
学
前
ま
で

⚫	�

申
込
方
法
：
10
月
10
日（
木
）か
ら

10
月
31
日（
木
）ま
で
に
、に
し
か

わ
保
育
園
に
申
込
書
類
を
提
出
く

だ
さ
い
。
申
込
書
類
は
に
し
か
わ

保
育
園
、子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

に
あ
り
ま
す
。

問
に
し
か
わ
保
育
園（
飯
野
）

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
2
3
0
3
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町
立
病
院
医
師
に
よ
る

	
 

検
診
結
果
説
明
会

　

町
立
病
院
の
医
師
が
、お
手
元
に

届
い
た
健
診
結
果
の
見
方
や
病
気
の

説
明
、生
活
習
慣
の
具
体
的
な
果
然

方
法
に
つ
い
て
丁
寧
に
お
話
し
し
ま

す
。

⚫	�

日
時
：
10
月
21
日（
月
）14
時
～

⚫	�

場
所
：
西
川
町
保
健
セ
ン
タ
ー

⚫	�

相
談
料
：
無
料　

⚫	�

持
ち
物
：
お
手
元
の
健
診
結
果
表

⚫	�

申
込
み
：
相
談
前
日
ま
で
、問
合

せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※�

主
治
医
を
お
持
ち
の
方
は
当
相
談

会
で
は
な
く
、主
治
医
へ
の
相
談
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
健
康
福
祉
課
健
康
推
進
係（
佐
藤
）

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
5
0
5
7

 
  

西
村
山
地
域

医
療
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

　
県
立
河
北
病
院
と
寒
河
江
市
立
病
院

の
統
合
再
編
・
新
病
院
の
整
備
に
向
け

た
西
村
山
地
域
の
医
療
が
テ
ー
マ
で
す
。

⚫	�

日
時：
10
月
19
日（
土
）14
時
～
16
時

⚫	�

場
所
：
寒
河
江
市
ハ
ー
ト
フ
ル
セ
ン

タ
ー

⚫	�

内
容
：
県
立
河
北
病
院
医
師�

深
瀬

龍
氏
に
よ
る
講
演
、パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン

問�

山
形
県
健
康
福
祉
部
医
療
政
策
課

西
村
山
医
療
体
制
企
画
担
当

	

☎
0
2
3
‐
6
3
0
‐
2
3
2
0

 
  

女
性
の
健
康
相
談 

（
予
約
制
）の
ご
案
内 

　
妊
娠
や
不
妊
、思
春
期
・
更
年
期
な

ど
の
女
性
の
心
身
の
健
康
に
つ
い
て
、

助
産
師（
不
妊
症
看
護
認
定
看
護
師
）

が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

⚫	�

日
時
：
毎
月
第
２
木
曜
日
15
時
～

16
時

⚫	�

場
所
：
村
山
保
健
所（
山
形
市
十
日
町
）

⚫	�

申
込
み
：
事
前
に
電
話
予
約
が
必

要
で
す
。

※�

相
談
日
の
前
週
金
曜
日
ま
で
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

問
村
山
保
健
所
子
ど
も
家
庭
支
援
課

	

☎
0
2
3
‐
6
2
7
‐
1
2
0
3

 

ア
イ
ヌ
の
方
々
か
ら
の

ご
相
談
を
お
受
け
し
ま
す 

　
公
益
財
団
法
人�

人
権
教
育
啓
発
推

進
セ
ン
タ
ー
で
は
、ア
イ
ヌ
の
方
々
の

悩
み
を
お
受
け
す
る
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ

ル
を
開
設
し
て
お
り
ま
す
。
嫌
が
ら
せ
、

差
別
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど
の
相

談
も
お
受
け
し
ま
す
。お
気
軽
に
相
談

く
だ
さ
い
。

○
相
談
は
無
料
で
す
。
○
匿
名
で
も
か

ま
い
ま
せ
ん
。
○
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

※�

本
相
談
事
業
は
、（
公
財
）人
権
教
育

啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー
が
、厚
生
労
働

省
生
活
相
談
充
実
事
業
に
よ
り
実

施
す
る
も
の
で
す
。

⚫	�

受
付
：
月
曜
日
～
金
曜
日（
祝
日
、

12
月
29
日
～
１
月
３
日
を
除
く
）

⚫	�

時
間
：
９
時
～
17
時

問
公
益
財
団
法
人�

人
権
教
育
啓
発

推
進
セ
ン
タ
ー

【�
ア
イ
ヌ
の
方
々
の
た
め
の
相
談
専
用

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
】

	
☎
0
1
2
0
‐
7
7
1
‐
2
0
8

  
 

月
山
ト
ラ
ヤ

 

ワ
イ
ナ
リ
ー
求
人
募
集

　
ワ
イ
ン
製
造
ア
ル
バ
イ
ト
を
募
集

い
た
し
ま
す
。

⚫
職
種
：
ブ
ド
ウ
栽
培
・
ワ
イ
ン
製
造

⚫�

仕
事
内
容
：
ブ
ド
ウ
栽
培
作
業
補

助
、ワ
イ
ン
製
造
作
業
補
助
、製
品

出
荷
作
業
補
助
な
ど

⚫
時
給
１
，０
０
０
円
か
ら

⚫
勤
務
時
間
：
９
時
～
17
時
15
分

⚫�

勤
務
日
と
時
間
は
相
談
に
応
じ
ま
す
。

問�

月
山
ト
ラ
ヤ
ワ
イ
ナ
リ
ー

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
4
3
1
5
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自
衛
官
募
集
の

	    
お
知
ら
せ

　
新
た
に
自
衛
官
を
目
指
す
方
を
募

集
し
ま
す
。

【�

一
般
曹
候
補
生�
】

⚫�

募
集
資
格
：
18
歳
以
上
33
歳
未
満

⚫�

受
付
期
間
：
10
月
1
日（
火
）～
11

月
28
日（
木
）

⚫�

1
次
試
験
：
W
e
b
試
験

	
�

12
月
７
日（
土
）～
12
日（
木
）の
間

の
１
日

【�

自
衛
官
候
補
生�

】

⚫�

募
集
資
格
：
18
歳
以
上
33
歳
未
満

⚫�

受
付
期
間
：
10
月
29
日（
火
）～
11

月
28
日（
木
）

⚫�

採
用
試
験
：

○�

W
e
b
試
験�

12
月
6
日（
金
）～
8

日（
日
）の
間
の
１
日

○�

口
頭
試
験
、身
体
検
査�

12
月
14
日

（
土
）

※�

詳
し
く
は
H
P（
Q
R
コ
ー
ド
）を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問�

自
衛
隊
山
形
募
集
案
内
所

	

☎
0
2
3
‐
6
3
4
‐
3
4
3
9

話 会
対

ま
月ち

の

10・11

気になるテーマがあったらぜひ参加を！
 みんなで対話しましょう♪

テーマ 日時 対象者 場所

建設業との対話会 10/24日（木）
17:00~19:00

町内建設会社
社長 役場

地域計画策定に係る
集落営農代表者との対話会

10/29（火）�
19:00~

農事実行組合長、
中山間集落協定
代表、機械利用組
合等の集落営農
組織の役員

役場

※10/1現在
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